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第26回千葉海区漁業調整委員会 議事録 

 

１ 日  時   令和6年2月5日（月） 午後1時30分から 

２ 場  所   千葉県教育会館 2階 203会議室 

３ 出 席 者 

委   員  石井 春人、鈴木 直一、清水 正夫、黒沼 吉弘、本田 直久、 

滝口 宜彦、江野澤 均、佐久間 國治、平島 孝一郎、佐藤 光男、

鈴木 正男、小栗山 喜一郎、和田 一夫 

  専 門 委 員    北澤 直諒、齋藤 御津久、嶋津 圭一 

  水 産 課  石黒課長 

                  篠原漁船漁業班長、 

         中川副主査 

漁業資源課  宮嶋課長 

藤元資源管理班長、武田副主査 

  水産事務所  銚子：小舟所長、高橋技師 

館山：山田所長、永山課長 

勝浦：原所長 

  水産総合研究センター東京湾漁業研究所 

石井所長 

  事 務 局  玉井副技監、川合主査 

４ 議事事項 

（１）千葉海区漁場計画の変更について（諮問） 

（２）千葉海区漁場計画の変更に係る公聴会の開催について 

（３）その他 

５ 審議経過 

【玉井副技監】  

 定刻となりましたので、ただいまから第26回千葉海区漁業調整委員会を開会いたし

ます。それでは、石井会長から挨拶を申し上げます。 
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【石井会長】  

 皆様には御多忙の中、第26回千葉海区漁業調整委員会にご出席をいただき誠にあり

がとうございます。 

 本日は、令和6年に入りまして最初の委員会となります。改めて、本年もよろしく

お願い致します。 

 年始に発生した能登半島地震から1か月が経ちますが、被災地ではまだ多くの方が

避難生活を送っていることに加え、漁業関係施設も大きな被害が出ているとのことで、

被災された方々には心からお見舞い申し上げますとともに、一日でも早い復興をお祈

りいたします。 

さて東京湾ののり養殖ですが、年内の生産状況からやや好転しているとのことです。

2月は最低水温期を迎え、クロダイの活性が低下し食害も減ってくる頃かと思います。

漁期は後半でありますが、千葉県らしい品質の高いノリが増産されることを期待して

います。 

また、クロマグロは漁船漁業での漁獲が徐々に積みあがってきている状況です。 

今後も漁獲を重ね、漁獲配分を十分に利用できるよう、県と協力して、うまくやって

いただきたいと思います。 

 さて、本日の議案は「千葉海区漁場計画の変更と、それに係る公聴会」についてで

す。いずれも重要案件ですので、委員の皆様方の慎重審議をお願いいたしまして挨拶

といたします。 

 本日は、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

【玉井副技監】  

 ありがとうございました。 

 ここで、本日の委員の出席状況を御報告申し上げます。本日の会議に出席できない

旨連絡のありました委員は、坂本委員と松本委員の2名でございます。委員定数15名

のうち13名の出席をいただいておりますので、本日の会議は成立していることを  

御報告申し上げます。 

 なお、専門委員の田邉委員から出席できない旨連絡がございました。 

 次に議長でございますが、委員会会議規程第3条の規定により、石井会長にお願い

いたします。 
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【石井会長】  

 それでは、議事を進行します。 

 まず本日の議事録署名人ですが、委員会会議規程第11条の規定により、私から指名

します。滝口委員と佐藤委員にお願いいたします。 

 続いて、議題に入ります。第1号議案「千葉海区漁場計画の変更について（諮問）」

を上程いたします。 

 事務局から朗読をお願いします。 

 

【川合主査】 

（朗読） 

 

【石井会長】  

 続いて、水産課から説明をお願いいたします。 

 

【中川副主査】  

 説明概要：千葉海区漁場計画のうち、存続期間が1年以内となっている市川市及び船橋

市地先の漁業権について、引き続き、存続期間を1年以内とするため、漁場計画の一部を

変更することについて諮問するもの。  

 

【石井会長】  

 朗読と説明が終わりましたので、質疑に入ります。御意見、御質問がございました

ら、お願いいたします。 

特に御意見もないようですので、質疑を終了します。 

なお、本議案の採決につきましては、漁業法の規定により、事前に公聴会を開き、

利害関係人の意見を聞く必要がございます。 

従いまして、本議案の採決は後日開催する公聴会の後に行いますので、御了知願い

ます。 

 次に、第2号議案「千葉海区漁場計画の変更に係る公聴会の開催について」を 

上程いたします。 

 事務局から朗読と説明をお願いします。 
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【川合主査】 

（朗読） 

説明概要：第1号議案に係る公聴会の開催について協議するもの。 

 

【石井会長】  

 朗読と説明が終わりましたので、質疑に入ります。御意見・御質問がございました

らお願いします。何かございませんか。 

特に御意見もないようですので、質疑を終了し、採決に移りたいと思います。 

第2号議案「千葉海区漁場計画の変更に係る公聴会の開催について」の原案に賛成の

委員は挙手を願います。 

 

（賛成者挙手） 

 

【石井会長】  

 挙手全員により、第2号議案は原案どおり可決、決定します。 

 なお、本件は公示をする必要がございますが、公示に当たり、県の法規担当課との

調整により、字句等に軽微な修正が必要になった場合には、私と事務局に御一任いた

だきたいと思いますが、御異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声） 

 

【石井会長】  

 異議なしとのことですので、そのように取り扱わせていただきます。 

 次に、議第（3）のその他ですが、皆様、何かありますか。ございませんか。 

 特になければ、議題を全て終了します。 

 次に、会議次第5のその他ですが、皆様、何かありますか。ございませんか。 

 特になければ、漁業資源課から2件、報告をお願いします。 

 

【藤元班長】 

（クロマグロの県留保による追加配分及び期間別（令和6年1月から3月）の配分量
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について報告） 

 

【石井会長】  

 ただいまの報告について、質問等がありましたらお願いします。何かございません

か。 

特に御質問もないようですので、会議次第5の「その他」を終了し、会議次第6の

「事務局連絡事項」に移ります。それでは、事務局からお願いします。 

 

【川合主査】 

（事務連絡） 

 

【石井会長】  

 それでは、これをもちまして、第26回千葉海区漁業調整委員会を閉会します。皆様、

お疲れさまでした。 

 

午後1時53分 閉会 


